
〈各月ごとの年齢別の公定価格の額〉

（単位：円）

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間

４月 235,740 227,280 147,710 139,250 101,160 92,700 83,720 75,260

５月 235,740 227,280 147,710 139,250 101,160 92,700 83,720 75,260

６月 235,890 227,430 147,860 139,400 101,310 92,850 83,870 75,410

７月 235,990 227,530 147,960 139,500 101,410 92,950 83,970 75,510

８月 235,990 227,530 147,960 139,500 101,410 92,950 83,970 75,510

９月 235,800 227,340 147,770 139,310 101,220 92,760 83,780 75,320

１０月 235,530 227,070 147,500 139,040 100,950 92,490 83,510 75,050

１１月 235,530 227,070 147,500 139,040 100,950 92,490 83,510 75,050

１２月 235,620 227,160 147,590 139,130 101,040 92,580 83,600 75,140

１月 235,530 227,070 147,500 139,040 100,950 92,490 83,510 75,050

２月 235,530 227,070 147,500 139,040 100,950 92,490 83,510 75,050

３月 237,380 228,920 149,350 140,890 102,800 94,340 85,360 76,900

合計 2,830,270 2,728,750 1,773,910 1,672,390 1,215,310 1,113,790 1,006,030 904,510

（※）子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に基づく「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準」（平成２６年内閣府令第３９号）第１４条第１項（第５０条において準用する場合を含む。）により、
特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知しなければ
ならないことになっています。

　　　　　　貴施設における令和５年度の公定価格の額は、以下の表の記載のとおりです。これをもとに、
　　　　　各支給認定保護者の額に係る法定代理受領の通知をお願いします。

令和５年度の公定価格の額について　【２・３号認定（保育部）】

乳児 １・２歳児 ３歳児 ４歳以上児


